
◎国家公務員法等の一部を改正する法律 
（令和三年六月一一日法律第六一号）   

一、 提案理由（令和三年四月二一日・衆議院内閣委員会） 

○河野国務大臣 国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由

及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、社会全体として、働

く意欲のある高齢者に社会を支えていただくことが重要であります。国家公務員につい

ては、若年層の長時間労働を是正するとともに、全ての職員がやりがいを持ってその能

力を存分に発揮できるよう働き方改革を推進していくことが急務であり、そうした観点

からも、高齢期の職員にしっかりと働いていただくことが必要であります。 

 そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的

に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様

な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並び

に定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退

職手当に関する特例等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うもので

あります。 

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、職員の定年を現行の六十歳から段階的に六十五歳に引き上げる等の措置を講

ずることとしております。 

 第二に、管理監督職を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳

に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職に

降任をする等の制度を設けるとともに、この制度による降任等を行うことにより、公務

の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職を占める職員として勤

務させることができる特例を設ける等の措置を講ずることとしております。 

 第三に、六十歳に達した日以後に退職した者を短時間勤務の官職に採用することがで

きるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設けることとしております。 

 第四に、当分の間、職員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の

四月一日以降、その者に適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得

た額とする等の措置を講ずることとしております。 

 第五に、六十歳に達した日以後にその者の非違によることなく退職した者については、

当分の間、退職事由を定年退職として退職手当を算定する等の措置を講ずることとして

おります。 

 このほか、検察官、防衛省の事務官等の定年を段階的に六十五歳に引き上げる等の措

置を講ずるとともに、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定して

おります。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 



 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和三年四月二七日） 

○木原誠二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、働く意欲のある高齢期の国家公務員にしっかりと公務を支えていただくため、

職員の定年を現行の六十歳から段階的に六十五歳に引き上げるとともに、当分の間、職

員の俸給月額については、六十歳に達した日後における最初の四月一日以降、その者に

適用される俸給表の級号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とする等の措置を講

ずるものであります。 

 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、翌二十一日河野国務大臣から趣旨の説

明を聴取いたしました。次いで、二十三日、質疑を行い、質疑終局後、本案に対し、日

本維新の会・無所属の会から修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決した結果、修正案は賛成少数をも

って否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（令和三年六月四日） 

○森屋宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、役職定年

による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超え

る職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講じようとするもので

あります。 

 委員会におきましては、定年引上げに伴う定員管理の在り方、本法律案と民間の取組

との関係、役職定年制の意義及び課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会

議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会の柴田委員より反対の旨の意

見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をい

たしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年六月三日） 

 政府及び人事院は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべき

である。 

一 高齢期の職員の活躍の場を確保する定年の引上げに際し、若年層を始めとする全て

の世代の職員が英知を結集し情熱を持って職務に従事することを可能とするとともに、



職員のワーク・ライフ・バランスを確保するため、リモートワークの推進等の国家公

務員の働き方改革を一層強力に推進すること。 

二 段階的に定年を引き上げる期間において職員の年齢構成が偏ることがないよう、必

要な新規採用を継続するための定員措置のほか、職員の希望に基づく暫定再任用職員

のための定員を確保するなどの措置を講ずること。また、大規模災害や新型コロナウ

イルス感染症対策により明らかとなった公務組織の脆弱性を解消するとともに、業務

の合理化や国から地方への権限移譲により人員体制の適正化を図り、国家公務員の超

過勤務の縮減に資するなど、定員について必要な見直しを行うこと。あわせて、高齢

期も含む職員に対し、最新の知見や技術を習得するための必要な研修を実施する等、

若年及び中堅層の長時間労働の是正等に資するよう必要な措置を講ずること。 

三 本法附則第十六条第二項に基づき、給与制度について順次必要な検討・措置を行う

に当たっては、人事院は、労働基本権制約の代償機関としての責務を確実に果たすと

ともに、職員団体等の関係者の納得を得る努力を最大限に行うこと。その際、できる

だけ早期に検討・措置のスケジュール等を示すとともに、特に高齢期の職員が自らの

知識、技術、経験等を遺憾なく発揮し、その貢献が処遇に的確に反映されるよう必要

な措置を併せて講ずること。 

四 管理監督職勤務上限年齢制により降任等となった職員について、その培ってきた知

識、技術、経験等を十分に発揮できる職務を明確に付与するよう努めること。また、

職員が役割の変化を十分理解して職務に当たることができるよう、意識改革のために

必要な研修を実施する等、職員が定年まで意欲を持って安心して職務に従事できる職

場環境等を整えること。 

五 定年前再任用短時間勤務の選択は、あくまで職員の希望によるものであることから、

任命権者による恣意的・一方的な適用とならないよう必要な措置を講ずること。 

六 定年の引上げとともに、高齢期の職員の知識、技術、経験等の発揮と活躍を促すた

め、暫定再任用職員に対する適正な処遇を講ずること。あわせて、現行制度における

再任用職員に対しても適正な処遇を講ずること。 

七 高年齢者雇用安定法等の改正による六十五歳以降の就業機会の確保及び就業の促進

を踏まえ、政府及び人事院において国家公務員における六十五歳以降の就業の在り方

について必要な検討を行うこと。 

八 定年の引上げの実施に伴い生じる諸課題について、職員団体等の関係者との協議を

行い、円滑な実施を図ること。 

九 新型コロナウイルス感染症対策について、国民の命と暮らしを守るため日々職務に

従事している職員の安全を確保するとともに、安心して職務が遂行できるよう環境整

備に努めること。特に、妊娠している職員に対する業務軽減や感染防止について、よ

り厳格な措置の検討と具体化を速やかに行うこと。 

  右決議する。 


